
厚生労働大臣殿

基発 0715第 1号

平成21年 7月 15日

労働基準局長

(公印省略)

「労働基準局の内部組織に関する細則Jの一部改正について(内申)

標記について、厚生労働省の内部組織に関する司iI令(平成 13年厚生労働省司iI第 1号)

の規定に基づき、別添のとおり関係書類を添えて申請するので、よろしくお取り計らい願

います。



労働基準局 の内部組織に関する細則
平成21年7月 24日適用

厚生労働省組織令(平成 12年政令第252号)、厚生労働省組織規則(平成 13年厚生労働省令第1号1、厚生労働省の内部組織に関する訓
令(平成 13年厚生労働省司11第 1号)、じん肺法(昭和 35年法律第 30号)及び産業安全専門官及び労働衛生専門官規程(昭和47年労働省令
第46号)に定めるところによるほか、労働基準局の内部組織を次のとおり定め、平成21年7月 24日から適用する。

1.組織の名称、数又は定数

ょに 補佐の 専 門 官 係 専 門 職 主査の 専門スタッ7職

定数 名 称 定数 数 名 称 名 称 定数 定数 名称 定数

総務課 日
〈内141〉 務労災分保析宮険業 1 

く内 2>

石綿対策室 1 中央労働衛生専門官 1 1 企画調整係 1 

〔事審労働査務室保会険〕
2 4 

審審審庶査務査査係第第第三二係係係

監督諜 3 、労働監督訟務官 1 5 

企管法霊理画規督察係係係係係
〈内 3>

|労改働善対条件策確室保
1 外国人労働条件専門官 1 2 

改特善別係対策係

労働保険徴収課 3 
労社中樟央会槻徴保京収険事専労務務門組官士合専指門導官官

1 8 
〈内1> 1 〈内 3>

1 

、

務労働室保険徴収業 1 3 

喜(業連務務係第第一二係係)

主任プログラ 2 
〈内1> 宅7-四

安計全画衛課生部 5 安(申全央衛産生業機安関全検専査門官官) 1 4 

管団法企理体規画係係監係理係〈内 2> 1 
〈内エ〉

安全衛生訟務官 1 

l (中央労働衛生専門官) 1 
〈内1>

2 業業務務第第一二係係

安安全全衛課生部 1 
中(安央全産衛業生安機全関専検門査官官)

3 3 
業((業業務務務第第第一二三係係係)) 1 〈内 2>

〈内 1>
災害情報官 1 

l 
技中央J産査業安官全専門官

2 1 指導係 、
1 

安労全衛衛生生課部 1 中中央央労じ働ん肺衛診生査専医門官
1 6 

襲{業務第五四留り

4 〈内4>

1 中央労働衛生専門官 1 2 
環測境定改技善術係係

安化全学衛物生質部対策課
1 

有中中害央央性産労調業働査安衛機全生専関専査門門官察官官
1 1 業務係
1 
1 

1 化学物質情報管理官 2 2 
評審価査係係



労労災災補管償理部課
6 

〈内1> 〈内111〉 1 

義災塁険財政 1 労災保険数理専門官 z 2 
料調率査係係〈内1>

補労償災補課償部 2 
労中中央央災社労医療会災復専医帰療門指官監導察官官

1 6 

謡i-E護匙熊部儲楠等

1 
1 

職対業策病室認定 1 中央職業病認定調査官 7 2 

職職業第業第病一病二係係認認定定業業務務

労災保険審理室 1 労中央災保労災険補審償査専訟務門官宮 3 4 

訟審((審訟務査務査係係第第二二係係
4 〈内 2>

労労災災保補償険部業務室
5 システム管理調整宮 1 1 5 主任プログラマー 3 

〈内1> 〈内 3>

t予最推ヌ適進テ化室]瓦
1 

〈内B4〉

勤企労画者課生活部 l
4 8 

〈内1> 〈内1)

労働金車業務室 1 労働金庫検査官 6 2 
震査導係係〈内1>

勤部労勤者労者生活生活課
4 賃中金央賃・潤金聾指金導制官度専守宮 1 9 

〈内1> 1 〈内1>

匝霊童福祉 1 2 蓄量産〈内1>



計 156 I 
1<内15>I 

157 I 122 I 
い内 3>1<内26>I 

(注) 1 併任の官職(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする職)を下記の記号で示す。
室 長一一-…一............ ( 
補 佐一~~------------一一一・く内〉
専門官・係長一一一一---.-----・ E ・-同 ) =名称、 く内 >=定数

計 一一一--------一一ー一一く内〉

|51 21 1
1 

1 

2.表に定めるもののほか、安全衛生部安全課建設安全対策室に主任技術審査官1入、勤労者生活部勤労者生活課に主任中央賃金指導官1
人を置く。



課長補佐等 係等の名称 所掌事務



課長補佐等 係等の名称 所掌事務



課長補佐等 街、等の名称 所掌事務



課長補佐等 係等の名称 所掌事務

賃金・退職金制度専門官


